
第 ５６ 号議案 

 

国立市地域集会所設置条例の一部を改正する条例案 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和 ３ 年 ８ 月 ２７ 日 

 

 

提出者  国 立 市 長    永 見 理 夫 

 

 

（説 明） 国立市の町区域の新設に伴い、一本松公会堂の位置の表示を変

更するため、条例の一部を改正するものである。 

 

 

国立市地域集会所設置条例の一部を改正する条例案 

 

国立市地域集会所設置条例（昭和６０年３月国立市条例第５号）の一部を

次のように改正する。 

 

第２条第５号中「国立市谷保４１３０番地」を「国立市谷保４丁目２８番

地の１」に改める。 
 

付 則 
 

この条例は、令和３年１１月２２日から施行する。 


